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年　　月 内　　容

令和4年9月５日～20日
まちづくりのための市民アンケート調査
��　�市民意識の実態を把握し、計画づくりの基礎資料を得るためにまちへの愛着度　　　　　
や今後の定住意向などについてアンケートを実施

令和４年9月２５日～26日

中高生ワークショップ（ルーロ合志）
市民ワークショップ（須屋市民センター）（野々島市民センター）（合志市役所）
職員ワークショップ（合志市役所）
　�市民のニーズを把握するためにワークショップを行い、市民を対象にまちづくりゲー
ムを実施
�　�市の若手職員に向けたワークショップを開催し、SDGｓとまちづくりについて考え、意
見交換を実施

�令和５年３月�９日
　　　� ��３月17日
　　　�����４月��4日

総合政策審議会
　総合計画策定の経過報告、ワークショップの市民提案の内容について審議

令和５年５月１２日 行政経営推進部会（課長級）
　政策横断的重要課題の設定について協議

令和５年５月１５日
政策推進本部会議
　�人口推計値の結果を庁内で共有し、政策横断的重要課題について決定し新たな将来
都市像を検討

令和５年６月６日 行政経営検討部会（課長補佐級）
　政策横断的重要課題についての分析・対応策の検討を実施

令和５年６月３０日 政策推進本部会議
　総合計画の体系を決定し、都市構想図の検討を実施

令和５年７月１８日　 総合政策審議会
　�合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画骨子案、将来都市像について審議

令和５年８月１５日 政策推進本部会議
　合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画素案の決定

令和５年８月２１日 全員協議会
　合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画素案の報告

令和５年8月２２日～9月２０日　 パブリックコメントの実施

令和５年９月1日 総合政策審議会
　�合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画素案について、総合政策審議会へ諮問

令和５年９月１２日 総合政策審議会
　�総合政策審議会より合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画について答申

令和５年１１月1日 政策推進本部会議
　合志市総合計画第3次基本構想第1期基本計画案について決定

令和５年１１月２７日 合志市総合計画第3次基本構想　議案上程

令和５年１２月１９日 市議会定例会において議決
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役　　職 氏　　名 要　件　等

会　長　 冨
フ
加
カ
美
ミ
　尚

ショウ
悟
ゴ 元合志市職員

副会長 緒
オ
方
ガタ
　幸
サチ
代
ヨ 商工会から推薦

委　員 荒
アラ
木
キ
　麻

マ
理
リ
子
コ 障害者施設・団体から推薦

委　員 池
イケ

　千
チ
恵
エ
子
コ 指名選任

委　員 大
オオ
石
イシ
　顕
アキ
寛
ヒロ 県北広域本部振興課長

委　員 緒
オ
方
ガタ
　賢
ケン
一
イチ 審議会委員経験者

委　員 川
カワ
畑
バタ
　愛
アイ
子
コ 審議会委員経験者

委　員 木
キ
村
ムラ
　一
イチ
三
ゾウ 民生委員・児童委員協議会連合会から推薦

委　員 後
ゴ
藤
トウ
　みどり 指名選任

委　員 小
コ
西
ニシ
　淑
ヨシ
子
コ 区長連絡協議会から推薦

委　員 白
シラ
石
イシ
　忍
シノブ ボランティア連絡協議会・社協から推薦

委　員 髙
タカ
山
ヤマ
　祐
ユウ
二
ジ
郎
ロウ 防災士連絡協議会

委　員 田
タ
中
ナカ
　早

サ
苗
ナエ 合志市認可保育園連盟から推薦

委　員 千
チ
代
ヨ
田
ダ
　正
マサ
人
ト 一般公募

委　員 永
ナガ
尾
オ
　テル子

コ スポーツ推進委員協議会から推薦

委　員 平
ヒラ
山
ヤマ
　和
カズ
敬
ヨシ 農業委員会から推薦

委　員 渡
ワタ
邉
ナベ
　豊
トヨ
子
コ 地域づくりネットワークから推薦

93



94



95



96



97



98



99



100



101



102



103



104



105



2　計画額（令和6年度～令和13年度）

R6 R7 R8 R9

市税 7,601,390 8,135,416 8,218,095 8,300,721

地方譲与税・交付金 2,120,900 1,700,000 1,700,000 1,700,000

地方交付税 4,332,000 5,115,312 5,517,553 5,550,240

分担金・負担金 272,249 224,083 224,083 224,472

使用料・手数料 318,792 238,346 238,346 238,346

国支出金 5,645,009 7,250,541 6,358,283 7,284,088

県支出金 2,928,461 2,877,898 3,007,103 3,061,542

財産収入 34,628 31,417 25,797 26,013

寄附金 20,000 201,000 201,000 201,000

寄附金（一般財源） 210,100 100,000 100,000 100,000

繰入金 271,438 635,335 935,335 235,335

繰越金 800,000 800,000 800,000 800,000

諸収入 121,292 547,908 510,487 510,343

市債 1,337,100 3,703,400 880,300 1,752,300

市債（臨財債） 100,000 300,000 300,000 300,000

総計 26,113,359 31,860,656 29,016,382 30,284,400

特定財源（色なし） 10,948,969 15,709,928 12,380,734 13,533,439

一般財源（色あり） 15,164,390 16,150,728 16,635,648 16,750,961

性質別歳出項目 R6 R7 R8 R9

人件費 3,527,476 3,343,976 3,468,731 3,290,625

扶助費 9,601,094 10,535,846 10,946,933 11,387,973

公債費 2,202,045 2,233,076 2,264,732 2,275,018

普通建設事業費 2,042,652 6,733,413 2,170,629 3,687,632

災害復旧事業費 200 200 200 200

物件費 4,197,705 4,664,199 4,136,278 4,222,063

維持補修費 63,278 57,186 57,486 57,710

補助費 2,953,501 2,786,799 2,858,821 3,052,545

積立金 418,410 538,856 538,939 539,020

投資及び出資金 140,406 141,115 141,115 141,115

貸付金 1,872 2,424 2,424 2,424

繰出金 2,002,361 1,987,734 2,049,887 2,114,850

予備費 20,000 20,000 20,000 20,000

総計 27,171,000 33,044,824 28,656,175 30,791,175

歳入総計ー歳出総計 ▲ 1,057,641 ▲ 1,184,168 360,207 ▲ 506,775

財政調整基金決算剰余金積立金 400,000 400,000 400,000 400,000

財政調整基金残高 3,645,725 2,861,557 3,621,764 3,514,989

政策横断的重要課題対象事業費 7,161,274 6,972,219 7,735,923 8,596,574
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2　計画額（令和6年度～令和13年度）

R10 R11 R12 R13

市税 8,383,247 8,466,833 8,551,492 8,637,240

地方譲与税・交付金 1,700,000 1,700,000 1,700,000 1,700,000

地方交付税 5,571,626 5,501,885 5,456,549 5,687,488

分担金・負担金 224,472 224,861 224,861 224,861

使用料・手数料 238,346 238,346 238,346 238,346

国支出金 7,212,639 7,043,476 7,357,869 7,288,526

県支出金 3,158,260 3,266,214 3,389,218 3,545,608

財産収入 28,331 28,414 28,497 28,581

寄附金 201,000 201,000 201,000 201,000

寄附金（一般財源） 100,000 100,000 100,000 100,000

繰入金 35,335 35,335 35,335 635,335

繰越金 800,000 800,000 800,000 800,000

諸収入 510,193 483,243 483,293 483,357

市債 1,655,700 1,603,300 1,550,700 1,387,600

市債（臨財債） 300,000 300,000 300,000 300,000

総計 30,119,149 29,992,907 30,417,160 31,257,942

特定財源（色なし） 13,264,276 13,124,189 13,509,119 14,033,214

一般財源（色あり） 16,854,873 16,868,718 16,908,041 17,224,728

歳入総計ー歳出総計 ▲ 385,343 ▲ 298,107 ▲ 837,157 ▲ 311,300

財政調整基金決算剰余金積立金 400,000 400,000 400,000 400,000

財政調整基金残高 3,529,646 3,631,539 3,194,382 3,283,082

政策横断的重要課題対象事業費 8,811,810 8,528,117 8,711,929 8,969,751

性質別歳出項目 R10 R11 R12 R13

人件費 3,436,728 3,326,157 3,487,986 3,381,841

扶助費 11,792,439 12,223,758 12,673,911 13,145,912

公債費 2,052,672 1,959,996 1,945,036 1,914,877

普通建設事業費 3,354,592 2,684,550 2,414,794 2,613,680

災害復旧事業費 200 200 200 200

物件費 4,114,286 4,196,971 4,755,300 4,454,271

維持補修費 58,167 56,567 58,167 58,167

補助費 2,809,158 2,864,803 2,886,101 2,889,476

積立金 539,102 559,185 539,268 539,352

投資及び出資金 141,115 141,115 141,115 141,115

貸付金 2,424 2,424 2,424 2,424

繰出金 2,183,609 2,255,288 2,330,015 2,407,927

予備費 20,000 20,000 20,000 20,000

総計 30,504,492 30,291,014 31,254,317 31,569,242
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１　市　　　税： 市がその活動に要する経費を賄うため市民から徴収する税金で個人市民税、法人市民税、固定資産税、
軽自動車税、たばこ税です。

２　地方交付税： 地方公共団体が一定の水準を維持するよう、財源保障の見地から国税として国が地方に代わって徴
収し、一定の合理的な基準により国から地方に再配分される地方固有の財源です。

３　地方譲与税： 自動車重量税や揮発油税は、本来、地方税として徴収すべき税ですが国が代わりにこれらの税を徴
収し、その税金を面積、市町村道の延長、人口等に応じて配分するものです。

４　交　付　金： 地方消費税やゴルフ場利用税等、国や県が集めた税金の一部を市町村に交付するものです。

５　国�支�出�金： 国が奨励する事業や共同の責任で行う事業などについて、負担割合に応じ、国が交付するものです。

６　県�支�出�金： 県が奨励する事業や共同の責任で行う事業などについて、負担割合に応じ、県が交付するものです。

７　市　　　債： 市が道路などの社会資本の整備等を行うにあたって、第三者から資金の借入れを行うことによって
負担する長期の債務です。

８　分担金・負担金：　事業の負担割合に応じて支払う分担金及び負担金です。

９　使用料・手数料：　設利用等に対する使用料及び手数料です。

10　財�産�収�入：　市の財産貸付等による財産収入です。

11　繰　入　金： 各種基金・特別会計から一般会計への繰入金です。

12���繰　越　金：　決算によって生じる前年度からの繰越金です。

１　人　件　費： 市職員の給料や手当のほか、議員や各種委員の報酬等が含まれます。

2　扶　助　費： 児童手当や医療費助成、生活保護費など社会保障制度の根幹を成す経費です。

3　公　債　費： 市債の借入れによって生じる返済金（元利償還金）等です。

4　普通建設事業費： 道路、学校等公共施設の整備に要する経費です。

5　災害復旧事業費： 災害によって被災した施設を復旧するために要する経費です。

6　物　件　費： 旅費、消耗品費等の消費的性質の経費です。

7　維持補修費： 公共施設や設備、物品等の修繕、補修にかかる経費です。

8　補　助　費：　他団体等に対する補助金、負担金等です。

9　積　立　金：　財政運営を計画的に行うため、又は特定支出目的のために積み立てるものです。

10　投資及び出資金：　公益上の必要性による他団体への出資等に要する経費です。

11　貸　付　金： 奨学資金の貸付金等です。

12　繰　出　金：　一般会計から特別会計への繰出金です。

13　予　備　費：　予算外の支出等に充てるための目的外予算です。

【歳入】

【歳出】
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